
計画の推進に向けて
第6章

第１節  行政運営

第２節  財政運営

第３節  広域行政
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本章の概要

社会経済情勢が変化を続ける中、市民の行政サービスに対する需要は複雑かつ多様化して
います。

限られた財源の中で、様々な行政課題に対応していくためには、社会経済情勢を見極め、
市民のニーズを把握し、効率的かつ効果的な行政運営を推進していく必要があります。

自主財源の柱である市税収入の確保に努めるとともに、限りある財源の有効活用を図るなど、
財源の確保に向けた取組を推進していきます。

効率的かつ効果的な行政運営を計画的に推進するため、市政への市民の参加を促進し、市民や事
業者との連携や協力を進めます。加えて、電子自治体の推進等をはじめとした取組を通じて、行政
運営の効率化を実現し、市民サービスの向上を図ります。

第１節 行政運営

各種施策や事務事業について、行政評価制度等を活用して、計画的かつ効率的な財政運営に取り
組みます。

コスト抑制も踏まえ、事業間の連携を図るとともに、財政基盤を堅持し持続可能な財政運営に努
めます。

また、市税収入の確保に努めるとともに、財源確保に向けた取組を推進し、持続可能な行政運営
に努めます。

第２節 財政運営

市民サービスの向上や経費の削減、行政運営の効率化を目的に、他の自治体との広域的な連携を
推進します。

また、廃棄物やし尿処理、火葬事業などの一部事務組合方式で取り組んでいる事業については、
運営体制の強化等に努めます。

第３節 広域行政
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第１節│行政運営

●　行政運営については、「第五次長期総合計画」や「第七次行政改革大綱」、各種個別計画などに基
づき、施策、事業を計画的、効率的に推進してきました。

●　電子自治体の推進については、市民の利便性の向上のため、電子申請手続への移行やおくやみコー
ナーの設置、書かない窓口の開設などの取組を推進するとともに、業務の簡素化・効率化のため、
文書管理システムや庶務事務システムなどの導入を行ってきました。

●　令和２年12月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」では、電子自
治体の推進が求められており、住民に身近な行政を担う自治体、とりわけ区市町村の役割は極め
て重要であるとされ、自らが担う行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して、住
民の利便性を向上させるとともに、デジタル技術やAI等の活用により業務効率化を図り、人的資
源を行政サービスの更なる向上につなげていくことが求められています。

●　複雑かつ多様化する行政サービスの需要に対応していくためには、職員の資質向上や一層の意識
改革、能力開発など人材育成に取り組む必要があります。

現状と課題

●　様々な課題に対して柔軟かつ的確に対応するため、市民、事業者と市の連携・協力に努め、分権
型社会にかなったまちづくりに取り組むほか、計画的な行政運営を推進します。

●　行政改革大綱に基づく事務事業の見直しや行政機構の弾力的な運用、民間活用の推進などによっ
て市民サービスの向上を図るとともに、多様化する市民ニーズへ対応します。

●　あわせて、市民の利便性の向上と業務の簡素化・効率化を目的に、ICTの有効活用等を通じた電
子自治体に向けた取組を推進します。

基本方針
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施策の体系・内容
１ 行政運営

⑵ 計画行政の推進

⑸ 職員の資質向上

⑶ 機能的な組織の形成

⑺ ファシリティマネジメント(*55)等
の推進

⑼ 電子自治体の推進

⑹ 施策等の評価

⑻ 民間活用の推進

⑴ 地方分権への対応

⑷ 人事管理の適正化

①新たな行政課題に対応する
　行政機構の確立

施策等の評価

民間活用の推進

②行政機構の弾力的運用

①ファシリティマネジメント等
　の推進

①電子自治体の推進

②庁内DXの推進

地方分権への対応

人事管理の適正化

②公共施設等の有効活用

計画行政の推進

職員の資質向上

③大規模普通財産の活用

(*55)ファシリティマネジメント：組織が持つ施設とその環境を、総合的に企画、管理、活用する経営活動
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⑴　地方分権への対応
地方分権への対応

◯　地方分権に的確に対応し、地域のことは地域の住民が責任を持って決めることのできる活
気に満ちた地域社会の構築を目指し、市民が住んでよかったと実感できる、分権型社会にふ
さわしいまちづくりを進めます。

②　行政機構の弾力的運用

◯　市民ニーズの高度化、多様化、複雑化や社会経済情勢の変化、随時発生する行政課題に対
し柔軟かつ的確に対応するため、必要に応じて横断的な組織を設置するなど行政機構の弾力
的な運用に努めます。

⑵　計画行政の推進
計画行政の推進

◯　各種施策や事業を計画的・効率的に執行するため、「長期総合計画基本計画」と「実施計画」
の連動及び「実施計画」と予算編成の連動を図ります。

◯　「行政改革大綱」に基づく事務事業の見直しや、行政機構の弾力的な運用、民間活用の推進
などによって市民サービスの向上を図り、多様化する市民ニーズへの対応などに取り組みます。

◯　長期総合計画に基づき、まちづくりの特定の分野に関する個別計画を策定し、対象となる
分野の目標や目標の実現に向けた取組を明らかにし、各種事業を推進していきます。

⑶　機能的な組織の形成
①　新たな行政課題に対応する行政機構の確立

◯　行政需要の変化に応じ、組織の再編や整理統合を図るなど、行政機構の簡素化・効率化を
一層推進します。

◯　急速に拡大するデジタル化等の社会変動により、市民の生活やニーズの変化が想定されます。
これらの変化に対応し的確な行政運営に努めるため、機能的な行政機構の確立を図ります。
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⑸　職員の資質向上
職員の資質向上

◯　職員の資質向上のため、職員一人一人のキャリア形成や専門性の向上に留意した計画的な
人事異動を行うとともに、他団体への派遣・交流の充実、コスト意識を重視した研修の推進、
職員自己啓発助成制度の見直しなど、一層の意識改革と能力開発に取り組むほか、個々の能
力が十分に発揮される職場環境づくりに努めます。

◯　コンプライアンス (*56) や情報セキュリティへの意識の徹底を図り、市民から信頼される
市職員・市役所を目指します。

◯　国の「人材育成・確保基本方針策定指針」を踏まえ、本市の「人材育成基本方針」を見直します。
◯　施策に取り組む上でデジタル活用の視点が必要となるため、中長期的な観点で、職位に応

じて身に付けるべきデジタル技術等の知識・経験・研修体系等を設定した「人材育成方針」
を策定し、デジタルの活用の意識改革、デジタルリテラシーの向上等を図ります。

◯　若年層等の職員に対して、職員研修等を通じてキャリア形成意識の醸成を図り、仕事への
モチベーションや昇任意欲を高めていきます。

⑹　施策等の評価
施策等の評価

◯　市民の視点に立った効率的かつ効果的な行政運営を推進するため、施策及び事務事業の効
果等を分析、検証するため、行政評価制度等の活用により、行政活動の不断の見直しを行い
ます。

(*56)コンプライアンス：法令や規則、社会的倫理等を遵守すること

⑷　人事管理の適正化
人事管理の適正化

◯　効率的な行政運営を推進するため、適材適所の人事及び適正な定数管理に努め、執行体制
の充実を目指します。

◯　優秀な人材の確保のため、より有効な採用制度を検証するなど多様な人材の確保に努めます。
◯　ワーク・ライフ・バランスやテレワークの推進など多様な働き方に配慮し、働きやすい職

場づくりを推進します。
◯　メンタルヘルス対策として、職場環境の改善を図るとともに、職場復帰プログラムを活用し、

円滑な職場復帰を支援し再発の未然防止を図ります。
◯　職員が目的意識を持ち、能力を最大限に発揮できるよう、人事考課制度の着実な実行と効

果的な活用により人事・給与制度全般の活性化を目指します。
◯　人事考課制度の運用については、考課の公平性を担保し、職員が意欲を持って職務に励む

ことができるよう、適宜必要な見直しを行います。
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②　公共施設等の有効活用

◯　未利用又は暫定利用中の公有財産を点検し、効率的、効果的な利用方法を検討するとともに、
市での活用が見込めない場合には、売却、有償貸付等を行うなど、積極的な有効活用及び財
源確保に努めます。

⑻　民間活用の推進
民間活用の推進

◯　サービスの安定的提供及び行政責任の確保に留意しつつ、民間委託の推進、指定管理者制
度の活用等について、既に検討したものを含め、広く検討を行うとともに、積極的に各種事
業への民間活用の導入を推進します。

◯　公の施設の指定管理者制度の運用については、適切な管理運営を進めるため、適宜必要な
見直しを行います。

◯　公共施設等を効率的かつ効果的に管理するため、包括的民間委託等の導入について、検討
を行います。

⑺　ファシリティマネジメント等の推進
①　ファシリティマネジメント等の推進

◯　「公共施設等総合管理計画」に基づき個別の施設ごとの具体的な対応方針を定めた「施設保
全計画（個別施設計画）」に従い、公共施設等の計画的な維持管理、更新、長寿命化を実施す
ることにより、財政負担の平準化を図ります。

◯　多摩都市モノレール延伸を見据えながら、公共施設等の集約化・複合化により施設等の総
量を抑制するとともに、中長期的な観点から最適な配置を実現します。

◯　適正な市民サービスの提供と防災拠点としての機能を持った施設として、施設が抱える課
題を日常的に把握することにより、施設や設備の適正な維持管理に努め、効率的な運営を推
進します。

③　大規模普通財産の活用

◯　榎一丁目市有地については「立川都市計画地区計画村山工場跡地地区計画」で、市民サー
ビスの向上に資する行政機能及び防災機能等の導入並びに地域の防災性の向上を図りつつ、
潤いのある良好な空間の創出に資するよう、防災機能を持つオープンスペース等として防災
空地の導入が定められています。

◯　そのため、榎一丁目市有地への市庁舎の移設及び行政サービス機能の集約化と防災拠点機
能の強化に向けた検討を行います。
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⑼　電子自治体の推進
①　電子自治体の推進

◯　ICT の有効活用により、市民の利便性の向上と業務の簡素化・効率化を推進し、電子自治
体の実現に努めます。

◯　社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の活用や、各種申請における添付書類の省略
化の推進、ガバメントクラウドに構築した住民記録、地方税、福祉等の標準準拠システムの
運用など、より効率的な市政運営を目指します。

◯　市民の利便性向上と職員の業務効率化を図るため、書かない窓口の利用促進などフロントヤー
ド改革の取組を推進します。

◯　スマートフォン等のデジタル機器やサービスに不慣れな方、利用にためらいを感じている
方を対象にICT講習会を開催するなどデジタルデバイド対策を推進します。

②　庁内DXの推進【新規】

◯　継続的なBPR(*57)に取り組むとともに、AIやRPA等のデジタル技術を有効に活用するこ
とで業務の効率化を進めます。

◯　本庁舎の情報系ネットワークを無線化し、庁内のどこでも業務が可能となる環境の構築に
ついて検討するとともに、電子データを前提とした利用環境の整備・充実を図り、更なるペー
パーレス化を推進します。

◯　政策立案に必要なデータの効率的な収集・蓄積、多角的な分析を通じて、立案や政策改善
に反映させる仕組みを作り、データに基づく意思決定を全庁的に浸透させる推進体制を構築
します。

成果指標
No. 指標 現況値(R６) 目標値(R12)

１ 職員提案制度（自由提案）の提案件数（累計）
(R３～R12) 101件 200件

２ 行政手続のオンライン化率(*58) 87.2% 100%

(*57)BPR：Business Process Re-engineering の略称。目的の達成に向けて業務プロセスを抜本的に再構築し、
業務改革を図ること。

(*58)行政手続のオンライン化率：オンライン化済申請件数/オンライン化済・未オンライン化申請件数（年間
処理件数300件以上の、オンライン化できる手続が対象）
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第２節│財政運営

●　近年、円安や原材料価格の上昇等による物価高騰が続いているほか、国際情勢等による海外経済
の不確実性や金融資本市場の変動などにより、日本経済の先行きを見通すことが難しくなっています。

●　本市の財政においても、一定の市税収入や地方消費税交付金等の歳入を見込むものの、物価高騰
等が経済・財政に与える中長期的な影響など不透明な要素を抱え、社会構造の変化等による介護
や高齢者医療、障害者自立支援等に係る経費や多摩都市モノレールの市内延伸に伴う財政支出が
今後も増大する見込みであり、引き続き厳しい財政環境にあります。

●　少子高齢化の進展により、財政をめぐる環境は更に厳しさを増すことが予測され、歳入の減少が
見込まれる中、老朽化する公共施設の長寿命化や再編等に適切に対応する必要があります。

●　今後も、社会経済状況や地方財政制度の動きを的確に把握するとともに、統一的な基準による財
務書類の活用など、持続可能な財政運営の確立に向けて、これを実現し得る組織体制や人材育成
の視点を持って財政運営に取り組む必要があります。

現状と課題

●　限りある財源を有効に活用するため、行政評価制度を活用しながら最少の経費をもって最大の効
果が図れるよう創意工夫を行うとともに、経常的な事務経費については施策や事務事業の見直し
による節減に努めるほか、政策的経費についてはスクラップ・アンド・ビルドを基本として、計
画的かつ効率的な財政運営を推進します。

●　自主財源の柱である市税収入の確保に努めるとともに、財源確保に向けた取組を推進していきます。

基本方針

施策の体系・内容
２ 財政運営

⑵ 財政基盤の充実

⑴ 適正な財政運営

④基金の活用

①自主財源の確保

①財源の計画的・効率的な運用

②依存財源の確保

②予算執行管理の効率化

③受益者負担の適正化
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②　予算執行管理の効率化

◯　効率的な予算の執行及び会計処理を行います。
◯　入札事務や契約事務については、安価で高い技術とセキュリティを保持したシステムを利

用して、事務処理の迅速化・効率化を図ります。

⑴　適正な財政運営
①　財源の計画的・効率的な運用

◯　限りある財源を有効に活用するため、経常的な事務経費については施策や事務事業の見直
しによる節減に努めるとともに、政策的経費については実施計画と連動させた優先度の高い
重点事業への財源配分を図り、財源の計画的・効率的な運用に努めます。

◯　財政運営の透明性を確保するため、統一的な基準による地方公会計制度の活用を図るとと
もに、財政状況を分かりやすくまとめた財政白書等を作成し、ホームページや説明会等を活
用して市民に公表します。

⑵　財政基盤の充実
①　自主財源の確保

◯　市税に対する納税者の信頼確保のため、未申告者の申告促進等により、引き続き税に関す
る啓発や公平性の確保に努めるとともに、安定した財源の確保と納税者の利便性向上に資す
るため、個人住民税の特別徴収の推進に努めます。

◯　収納対策の強化の一環として、収納課窓口業務等を民間委託することにより、市民への接
遇の向上を図るとともに、徴税吏員のみが行うことができる滞納処分及び納税相談等に専念
できる環境を整備し、市税等の収入の確保及び収納率の向上を目指します。

◯　文書催告や各種催告システム、業務委託先の知見等を最大限効率的に活用し、滞納事案の
早期解決に努め、市税収入の確保を図ります。

◯　口座振替の促進に努めるとともに、マルチペイメントネットワークを活用した口座振替受
付サービスの周知、活用を推進します。

◯　納税者の利便性向上と業務の効率化を図るため、各種推進事業の実施及び多様化された納
付方法の周知徹底を図るとともに、還付金受取口座や口座振替のオンライン申請導入など、
収納環境のDX推進について検討を行います。

◯　ふるさと納税や企業版ふるさと納税の新たな活用策を検討し、寄附額の増加を目指します。

②　依存財源の確保

◯　国や東京都の補助制度の動向を的確に把握し、依存財源の適正な確保、効率的な活用を図
るとともに、制度の改善を関係機関に要請します。

◯　地方債については、低利な資金の確保に努めるとともに、後年度負担が過度にならないよ
う計画的な運用に努めます。
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③　受益者負担の適正化

◯　市民に行政サービスを提供する機会において、特別の受益関係が生じるときは、受益者負
担の原則に立った適正な負担を求め、その確保に努めます。

④　基金の活用

◯　厳しい財政状況の中、地域の特色をいかしつつ、市民との協働による自主的・主体的なま
ちづくりを推進するため、基金を充実するとともに、適正な管理と有効活用に努めます。

成果指標
No. 指標 現況値(R６) 目標値(R12)

１ 市税収納率(現年度分＋滞納繰越分) 98.6％ 99.4％

２ 財政調整基金の残高の確保
（対標準財政規模） 9.5％ 10.0％以上

ふるさと納税返礼品及び応援メニューの一例
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第３節│広域行政

●　本市の市街地は北側の丘陵地を除いては、おおむね隣接市の市街地と接しており、市民の日常生
活や経済活動の範囲は市域を越えている状況にあります。加えて、多摩都市モノレールの延伸や
交通機関、情報・通信手段の発達等により、この範囲は、更に拡大していくことが見込まれます。

●　今後、行政運営の効率化と市民サービスの更なる充実に取り組むためには、広域的な連携による
行政運営などの検討を進める必要があります。

●　本市では、近隣自治体との図書館の相互利用を行っており、令和７年３月31日時点では、2,884
人の市民が図書館の相互利用に登録し、184人の市外在住者が市内の図書館に登録しています（表
６－１参照）。

●　また、一部事務組合方式による廃棄物、し尿処理、火葬事業などの共同実施に加え、都・区市町
村DX協働運営委員会と連携し、デジタル化に向けた情報共有を行っています。

●　今後も、よりよい行政運営に向け、より一層の広域行政を検討・推進する必要があります。

現状と課題

表６－１　図書館相互利用の状況

出典　図書館資料
(注) 登録者は令和７年３月31日現在、延貸出数は令和６年４月１日から令和７年３月31日までの冊数

●　様々な分野において、複数の自治体で共同運営や連携した取組を実施することで、サービスの向
上と経費の削減が可能となるため、近隣自治体との連携及び協力を一層推進します。

基本方針
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施策の体系・内容
３ 広域行政

⑵ 近隣自治体との連携

⑴ 一部事務組合の運営体制の強化等 一部事務組合の運営体制の強化等

近隣自治体との連携

⑵　近隣自治体との連携
近隣自治体との連携

◯　市域を越えて広域的な取組を行っている廃棄物、し尿処理に加え、公共施設や交通機関の
整備・利用、観光、生涯学習、各種証明書発行などについて、コスト削減や利便性の向上な
どを図るため、歴史的、経済的、社会的に密接な関係を有する自治体等との連携、協力関係
の維持及び発展に努めるとともに、災害発生時の相互応援協定を締結している自治体との応
援体制の構築に努めます。

◯　地方分権の進展を踏まえ、事務の共同処理について検討を行います。

⑴　一部事務組合の運営体制の強化等
一部事務組合の運営体制の強化等

◯　高度化・多様化する行政課題に対応するため、構成団体と連携して本市が加入する一部事
務組合の運営体制の強化に努め、市民ニーズに配慮した適切な措置を講じます。

◯　一部事務組合が市民の身近な存在となるようにPRに努めます。

成果指標
No. 指標 現況値(R６) 目標値(R12)

１ 図書館の市外利用者への貸出冊数 10,751冊 13,000冊

２ 広域連携サミット共同文書(*59)に基づく
事業参加率 66.7％ 100％

３ 周辺自治体と連携した観光イベントの
参加回数 １回 ３回

(*59)広域連携サミット共同文書：日常生活圏や地域経済圏が重なる９市（立川市、昭島市、小平市、日野市、
国分寺市、国立市、福生市、東大和市、武蔵村山市）の首長が市域を越えた連携事業の推進に向けた意見
交換を行い、各首長の共通認識の下、事業連携を推進するため、連携の基本方針等を示した文書
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広域連携サミット
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